
社会資本整備総合交付金等の
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概要

◇社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交
付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付
金として創設。

◇地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会
資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に支援。
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＜新たな交付金：平成２２年度から＞
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＜基幹事業＞

＜効果促進事業＞

計画の目標実現のため基幹事業と一体となって、
基幹事業の効果を一層高めるため必要な事業など

※従来のまちづくり交付金事業

社会資本整備総合交付金の概要
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都市再生整備計画の概要
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３つの柱

・交付期間全体にわたるＰＤＣＡサイクルの確立

・わかりやすさと透明性の確保

・民間のまちづくり活動と連携した市町村の主体的な取組

① ＰＬＡＮ （事前評価）

整備計画の作成と事前評価

② ＤＯ （実施）

事業の実施

③ ＣＨＥＣＫ （事後評価）

事後評価

④ ＡＣＴ （改善）

必要な改善策の実施
ＰＤＣＡサイクル

事業評価の考え方
社会資本総合整備計画及び都市再生整備計画は、

計画終了時に目標の実現状況等についての評価・公表が義務
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１．事前評価

①目標の妥当性
②整備計画の効果及び効率性
③整備計画の実現可能性

２．中間及び事後評価
・中間評価 → 必要に応じて実施。実施時期は、原則、中間年度の終了後。
・事後評価 → 交付期間の最終年度又は交付期間の翌年度。

①整備計画に記載した事業の実施状況
②中間評価にあっては指標の中間目標値の達成状況
事後評価にあっては指標の最終目標値の達成状況

③事業効果の発現状況
④今後の方針

・学識経験者等の第三者の意見を求め、又は地方公共団体独自の評価制度を活用することができる。

地方公共団体等が
自主的・主体的に検証

地域住民に公表
（整備計画及び事前評価結果）

国土交通大臣へ提出

地域住民に公表
国土交通大臣へ報告

透明性、客観性、公正さの確保

整備計画における事業評価の概要
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